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憲法に関する学習指導要領の主な記述

○小学校学習指導要領（平成２０年３月告示）

社 会

〔第６学年〕

２ 内容

(２) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したりし

て調べ，国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大

切な働きをしていること，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な

考え方に基づいていることを考えるようにする。

ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。

イ 日本国憲法は，国家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務な

ど国家や国民生活の基本を定めていること。

３ 内容の取扱い

(２) 内容の(２)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア 政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には，各々の国民

の祝日に関心をもち，その意義を考えさせるよう配慮すること。

イ 国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所の三権相互の関

連，国民の司法参加，租税の役割などについても扱うようにすること。

ウ アの「地方公共団体や国の政治の働き」については，社会保障，災害復

旧の取組，地域の開発などの中から選択して取り上げ，具体的に調べられ

るようにすること。

エ イの「天皇の地位」については，日本国憲法に定める天皇の国事に関す

る行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ，歴史に関する学

習との関連も図りながら，天皇についての理解と敬愛の念を深めるように

すること。また，イの「国民としての権利及び義務」については，参政権，

納税の義務などを取り上げること。
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○中学校学習指導要領（平成２０年３月告示）

社 会

〔公民的分野〕

２ 内容

(２) 私たちと経済

ア 市場の働きと経済

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格の

働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。また，

現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，社会におけ

る企業の役割と責任について考えさせる。その際，社会生活における職業

の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，勤労の権利と義務，労

働組合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて考えさせる。

イ 国民の生活と政府の役割

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防止な

ど環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働きにゆだね

ることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たしている役割に

ついて考えさせる。また，財源の確保と配分という観点から財政の役割に

ついて考えさせる。その際，租税の意義と役割について考えさせるととも

に，国民の納税の義務について理解させる。

(３) 私たちと政治

ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則

人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深めさせ，法の意

義を理解させるとともに，民主的な社会生活を営むためには，法に基づく

政治が大切であることを理解させ，我が国の政治が日本国憲法に基づいて

行われていることの意義について考えさせる。また，日本国憲法が基本的

人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて

の理解を深め，日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇

の国事に関する行為について理解させる。

イ 民主政治と政治参加

地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際，地方公共団体

の政治の仕組みについて理解させるとともに，住民の権利や義務に関連さ

せて，地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を

育てる。また，国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや

政党の役割を理解させ，議会制民主主義の意義について考えさせるととも

に，多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに，

国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法に基づく公正な裁判

の保障があることについて理解させるとともに，民主政治の推進と，公正
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な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際，選

挙の意義について考えさせる。

(４) 私たちと国際社会の諸課題

ア 世界の平和と人類の福祉の増大

世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の観点から，

国家間の相互の主権の尊重と協力，各国民の相互理解と協力及び国際連合

をはじめとする国際機構などの役割が大切であることを認識させ，国際社

会における我が国の役割について考えさせる。その際，日本国憲法の平和

主義について理解を深め，我が国の安全と防衛及び国際貢献について考え

させるとともに，核兵器などの脅威に着目させ，戦争を防止し，世界平和

を確立するための熱意と協力の態度を育てる。また，地球環境，資源・エ

ネルギー，貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協力などが大

切であることを理解させる。

３ 内容の取扱い

（４） 内容の（３）については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，日常の具体的な事例を取り上げ，日本国憲法の基本的な

考え方を理解させること。

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。

（ア） 調査や見学などを通して具体的に理解させること。

（イ） 「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判員制度につい

ても触れること。

（５） 内容の（４）については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。

（ア） 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の成果を生かす

工夫を行うこと。

（イ） 「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を含む），国家主

権，主権の相互尊重，国際連合の働きなど基本的な事項を踏まえて理解

させるように留意すること。

（ウ） 「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗及び国歌の

意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理

解させ，それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。

（エ） 国際社会における文化や宗教の多様性についても触れること。
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○高等学校学習指導要領（平成２１年３月告示）

公 民

第１ 現代社会

２ 内容

(２) 現代社会と人間としての在り方生き方

イ 現代の民主政治と政治参加の意義

基本的人権の保障，国民主権，平和主義と我が国の安全について理解を

深めさせ，天皇の地位と役割，議会制民主主義と権力分立など日本国憲法

に定める政治の在り方について国民生活とのかかわりから認識を深めさせ

るとともに，民主政治における個人と国家について考察させ，政治参加の

重要性と民主社会において自ら生きる倫理について自覚を深めさせる。

ウ 個人の尊重と法の支配

個人の尊重を基礎として，国民の権利の保障，法の支配と法や規範の意

義及び役割，司法制度の在り方について日本国憲法と関連させながら理解

を深めさせるとともに，生命の尊重，自由・権利と責任・義務，人間の尊

厳と平等などについて考察させ，他者と共に生きる倫理について自覚を深

めさせる。

エ 現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会の変容などに触れながら，市場経済の機能と限界，政府

の役割と財政・租税，金融について理解を深めさせ，経済成長や景気変動

と国民福祉の向上の関連について考察させる。また，雇用，労働問題，社

会保障について理解を深めさせるとともに，個人や企業の経済活動におけ

る役割と責任について考察させる。

オ 国際社会の動向と日本の果たすべき役割

グローバル化が進展する国際社会における政治や経済の動向に触れなが

ら，人権，国家主権，領土に関する国際法の意義，人種・民族問題，核兵

器と軍縮問題，我が国の安全保障と防衛及び国際貢献，経済における相互

依存関係の深まり，地域的経済統合，南北問題など国際社会における貧困

や格差について理解させ，国際平和，国際協力や国際協調を推進する上で

の国際的な組織の役割について認識させるとともに，国際社会における日

本の果たすべき役割及び日本人の生き方について考察させる。
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３ 内容の取扱い

（２）内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

（ウ） イについては，地方自治に触れながら政治と生活との関連について認

識を深めさせること。「政治参加の重要性」については，世論の形成の意

義についても理解させること。また，「民主社会において自ら生きる倫理」

については，個人と社会との関係に着目して考察させること。

（エ） ウについては，法に関する基本的な見方や考え方を身に付けさせると

ともに裁判員制度についても扱うこと。
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第３ 政治・経済

２ 内容

（１）現代の政治

ア 民主政治の基本原理と日本国憲法

日本国憲法における基本的人権の尊重，国民主権，天皇の地位と役割，国

会，内閣，裁判所などの政治機構を概観させるとともに，政治と法の意義と

機能，基本的人権の保障と法の支配，権利と義務の関係，議会制民主主義，

地方自治などについて理解させ，民主政治の本質や現代政治の特質について

把握させ，政党政治や選挙などに着目して，望ましい政治の在り方及び主権

者としての政治参加の在り方について考察させる。

イ 現代の国際政治

国際社会の変遷，人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義，国際

連合をはじめとする国際機構の役割，我が国の安全保障と防衛及び国際貢献

について理解させ，国際政治の特質や国際紛争の諸要因について把握させ，

国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割について考察させる。

（２）現代の経済

ア 現代経済の仕組みと特質

経済活動の意義，国民経済における家計，企業，政府の役割，市場経済の

機能と限界，物価の動き，経済成長と景気変動，財政の仕組みと働き及び租

税の意義と役割，金融の仕組みと働きについて理解させ，現代経済の特質に

ついて把握させ，経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。

（３）現代社会の諸課題

ア 現代日本の政治や経済の諸課題

少子高齢社会と社会保障，地域社会の変貌と住民生活，雇用と労働を巡る

問題，産業構造の変化と中小企業，農業と食料問題などについて，政治と経

済とを関連させて探究させる。

３ 内容の取扱い

（２）内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。

（ア） アの「法の意義と機能」，「基本的人権の保障と法の支配」，「権利と義

務の関係」については，法に関する基本的な見方や考え方を身に付けさ

せるとともに，裁判員制度を扱うこと。「民主政治の本質」については，
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世界の主な政治体制と関連させて扱うこと。また，「現代政治の特質」に

ついては，世論形成などについて具体的事例を取り上げて扱い，主権者

としての政治に対する関心を高めることに留意すること。


